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１．はじめに 

Inter Partes Review は、2012年9月16日から利用可能となり、既に1年5ヵ月が経過しました。PTAB（Patent Trial 

and Appeal Board）の管轄は、BPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）の管轄に比べると、大きく拡

張されたものとなっています。PTABは、USPTO内でtrialsを行います。これらのtrialsは、AIAによって導入された

新たな手続（USPTOによって付与された特許クレームに異議を申し立てる手続であるInter Partes Review、Post 

Grant Review、及びCovered Business Method Review）において行われます。 

 

USPTOは、2012年9月～2013年12月までの間にファイルされたInter Partes Reviewに関する統計を公表していま

す（次頁のチャート１を参照）。*1 

 

上記の統計によれば、Inter Partes Reviewが有効な手続として普及しつつあることがわかります。なお、Post Grant 

Reviewは、AIA法（施行日：2013年9月16日）下で発行された特許が手続対象であるのに対し、Inter Partes Reviewが

2012年9月16日以前または以降に発行された特許に対して利用できる手続です。 

 

Inter Partes Reviewによって特許に対し異議が申し立てられた場合、非常に深刻に受け止める必要があります。

USPTOが公表する統計によれば*2、2013会計年度と2014会計年度（但し、2014年1月31日まで）において、361件

のInter Partes Reviewがファイルされ、そのうち288件の手続が開始されており、62件のみが請求が却下されていま

す。82.8%という非常に高い割合でInter Partes Reviewの請求が認められています。但し、2013会計年度に関する限

り、請求が認められたのは87.2%と高い割合ですが、2014会計年度に関する限りは、請求が認められたのは77.2%と

低下しています。 

 

 

 

 

 

 

                                                   

*1 LINK: http://www.uspto.gov/aia_implementation/statistics.jsp  

*2 LINK: http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/stats/aia_statistics_01_30_2014.pdf 
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